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答   申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）２５条２項の規定に基づく保護変更決定処分に係る審

査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

  本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が、請求人に対し、平成２９年１０月２日付けの保護決定通

知書（以下「本件処分通知」という。）により行った保護変更決定

処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求める

ものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

処分を認めない。金額に不服がある。生活費として不十分。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項によ

り棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

 審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。   

年  月  日  審  議  経  過  
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平成３０年  ２月１６日  諮問  

平成３０年  ３月１３日  審議（第１９回第２部会）  

平成３０年  ４月  ４日  審議（第２０回第２部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

(1) 保護の補足性及び保護の基準についての法の定め  

保護の補足性について定める法４条１項によれば、保護は、生

活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるも

のを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件と

して行われるとされている。  

また、法８条１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基

準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の

金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において

行うものとするとされており、保護費は、上記保護の基準に従っ

て、要保護者各々について具体的に決定されるものである。  

(2) 保護基準による冬季加算についての定め  

法８条１項の規定に基づいて保護の基準を定めた「生活保護法

による保護の基準」（昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８

号。以下「保護基準」という。）においては、法１１条１項各号

に掲げられている扶助の種類ごとに、要保護者の年齢別、世帯構

成別、所在地域別などに分けたうえ、各世帯に具体的に保護を実

施する場合に、実施機関が依るべき基準を設定している。  

冬季加算については、保護基準（ただし、平成２９年４月１日

から適用される平成２９年３月３１日厚生労働省告示第１６２号

（第２３９次改正）による改正後のもの。）の別表第１の生活扶

助基準において定められている「基準生活費」の項目で、○○区
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内に居住する１人世帯の場合、１１月から３月までの期間におい

て、１月当たり２，５８０円の冬季加算額を計上することとされ

ている（別表第１・第１章・１・ (1)・ア「１級地」・ (ｱ)「１級

地－１」・第２類・Ⅵ区（東京都は、同 (2)・イにより、冬季加

算における地区別（都道府県別）において、「Ⅵ区」の区分とさ

れる。）。なお、保護基準では、生活扶助、住宅扶助、出産扶助

及び葬祭扶助の基準額を定めるに当たり、地域ごとの級地区分を

定めているが、○○区が、級地区分において、「１級地－１」に

該当する地域であることは、別表第９・１・ (1)に掲げられてい

る。）。  

(3) 職権による保護の変更についての法の定め  

法２５条２項によれば、保護の実施機関は、常に、被保護者の

生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速

やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被

保護者に通知しなければならないとされている。  

２  以上を前提に、本件について検討する。  

(1) 処分庁は、従前より、請求人に対する保護を実施していたこ

ろ、保護基準を根拠として、請求人の保護費について、平成２９

年１１月から冬季加算月額２，５８０円を計上する旨の本件処分

を行ったものであり、処分庁は、このことを、支給月に先立っ

て、「冬季加算の認定により最低生活費変更」との理由を付し

て、平成２９年１０月２日付けの本件処分通知により、請求人に

通知したものである。  

本件処分は、上記１・ (1)の法８条及び同 (2)の保護基準並びに

同 (3)の法２５条２項に則ってなされたものと認められ、また、

本件処分により計上された加算額の点についても、平成２９年度

に行われる保護の実施に際して適用されるべく改正された保護基

準（第２３９次改正後のもの）を適用して、適正になされたもの

であることは明らかである。  
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(2) 以上のとおり、本件処分には、違法・不当な点は見られないと

ころであるが、請求人は、保護費として支給される金額につい

て、少額であるとの不服を申し立てているようである。  

しかしながら、本件処分の決定内容は、上記 (1)で述べたとお

り、従前から処分庁が保護を実施している請求人に係る保護費に

ついて、新たに２，５８０円を加算計上することに尽きるもので

ある。  

冬季加算を除くその余の保護費については、本件処分において

は、従前からの額に対し何ら変更を行っておらず、冬季加算以外

の保護費の額については、本件処分により新たに決定された事項

はないものである。したがって、上記冬季加算の計上において

は、何らの誤りも認められない以上、他に金額の点で、本件処分

の取消しを求めてこれを争う余地はない。  

(3) なお、念のため、本件処分の決定内容の適法性・妥当性の検討

の範囲からは外れるものの、請求人に支給される平成２９年１１

月分の保護費の額等に関して、この機会に、一応確認を行ってお

くこととする。  

ア  本件処分通知によれば、冬季加算計上決定後の請求人に係る

平成２９年１１月分の生活扶助費は、１００，２７０円（な

お、冬季加算計上がなかった前月までは、９７，６９０円であ

った。）であるところ、これは、保護基準の別表第１・第１

章・１・ (2)により、請求人の年齢、世帯構成、所在地域に応

じて算定された基準生活費８２，７４０円（冬季加算計上前は

８０，１６０円）に、同第２章・２・ (1)の障害者加算１７，

５３０円（なお、この金額は前月までと同一である。）を加え

た合計額に一致する。  

イ  また、住宅扶助費として、５３，０００円の支給が従来から

なされているが、本件処分通知には、「あなたに代わり納付す

る金額  住宅家賃  ５３，０００」、「５３，０００円をあな
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たの依頼により住宅管理者に直接支払います。」との記載があ

り、当該住宅扶助費は、請求人の金融機関口座への振込みの方

法により支給する金額からは除かれている（なお、このことは

前月までと同一である。）。これは、法３７条の２及びこれを

受けた法施行令３条の規定に則った措置であると認められ、扶

助の実施方法として、法令上の根拠を有する適正なものであ

る。  

ウ  さらに、医療扶助及び介護扶助について、本件処分通知に

は、「現物給付」との記載がなされており（なお、このことは

前月までと同一である。）、処分庁は、実施の方法を、法３４

条１項及び法３４条の２第１項が規定する原則的な方法による

こととし、請求人に金銭を給付することはしていないものと認

められる。  

エ  本件処分通知には、支給額から差し引くべき収入認定額とし

て、６４，９４１円が計上されている（なお、この金額は前月

までと同一である。）。これは、請求人が受給している、国民

年金の障害基礎年金の支給額を月割り認定した額であると認め

られる。保護の補足性の原則からすると、当該年金給付は、請

求人の最低生活を賄う費用に当てられるべきものであり、法に

よる保護は、それによってもなお最低生活を維持するに不足す

る限度で実施すべきこととなるものである。  

このことについて、「生活保護法による保護の実施要領につ

いて」（昭和３６年４月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務

次官通知）第８「収入の認定」・３・ (2)・ア・ (ｱ)によれば、

生活保護における収入認定に当たっては、保護の実施機関は、

「恩給、年金、失業保険金その他の公の給付（地方公共団体又

はその長が条例又は予算措置により定期的に支給する金銭を含

む。）については、その実際の受給額を認定すること。」とさ

れている。また、「生活保護法による保護の実施要領につい
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て」（昭和３８年４月１日付社発第２４６号厚生省社会局長通

知）第８「収入認定の取扱い」・１・ (4)・アによれば、「…

国民年金法…等による給付で、６か月以内の期間ごとに支給さ

れる年金又は手当については、実際の受給額を原則として受給

月から次回の受給月の前月までの各月に分割して収入認定する

こと。」とされている。  

処分庁が上記年金支給額（月割）を収入として認定している

ことは、これらの法の規定及び各通知に則ってなされたもの

で、適正・妥当なものであるといえる。  

オ  以上によれば、請求人に支給されるべき保護費の金額は、上

記アの１００，２７０円（冬季加算計上前は９７，６９０円）

から、上記エの６４，９４１円を減じた３５，３２９円（冬季

加算計上前は３２，７４９円）となるものであるが、これは、

本件処分通知に記載されている支給金額に一致している。  

請求人は、「￥３５０００、￥３３０００―ふふく申し上げ

ます。」（審査庁から請求人に対して行政不服審査法２３条に

基づき補正を求める文書に対する請求人の回答中の記述）と述

べているところから、処分庁から支給される金額に不服を申し

立てていると推察されるものであるが、平成２９年１１月分の

支給金額について、法令等に照らして誤りがないことは、上記

に確認したとおりである。したがって、この点に関する請求人

の申立ては失当である。  

３  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

また、本件処分において、上記２に述べた以外の点においても、

違法又は不当があるとは認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  
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 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 近藤ルミ子、山口卓男、山本未来  


